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平成29年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その３ 

平成29年６月20日（火） 

                                           

  

  （午前10時45分 再開） 

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番８、19番 小西君。 

〔19番（小西政宏君）登壇〕 

○19番（小西政宏君）それでは、早速ですけ

ども、議長のお許しをいただきましたので、

通告に従いまして一般質問を行います。 

 まず、１項目めは、ふるさと納税のさらな

る活用ということで、ふるさと納税制度はふ

るさとや地方団体のさまざまな取り組みを応

援する、気持ちを形にする仕組みとして、平

成20年度税制改正によって創設されました。

昨今、地方団体間の競争が過熱し、ある地方

団体において、ふるさと納税の趣旨に反する

ような返礼品が送付されているなどの指摘を

聞くようになっておりますが、ふるさと納税

は活用方法次第ではすばらしい制度であると

認識しており、本市の考え方をお聞きいたし

ます。 

 本市のふるさと納税の成果と今後の展開に

ついてお聞かせください。 

 ２項目めは、防災対策です。防災対策の一

般質問は、多分、これで３回目ぐらいですか、

取り上げさせていただいておりますけれども、

今回お伝えをしたいのは、災害時における若

者、若年者の役割です。本市では高齢化率が

どんどん上がってきている中、今後、防災対

策において若年者の役割は非常に大きくなる

と考え、今回、質問いたします。 

 災害時の若者の役割をどのようにお考えか。

それと、避難行動支援者数をお聞かせくださ

い。 

 以上、こちらから終わります。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君の質問項

目１、ふるさと納税のさらなる活用に対する

答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済推進部長（笠原英治君）ふるさと納税

のさらなる活用についてお答えします。 

 まず、平成28年度の成果でございますが、

寄附件数は5,793件、寄附額は１億344万円と

なり、金額ベースで平成27年度の約1.3倍に増

加しています。また、寄附者への返礼品数は

260品となり、ブドウや柿といった農産物を中

心に、農産物加工品やパイル織物などが首都

圏や関西地域で好評です。返礼品を通して地

域産品の魅力を認識していただき、リピータ

ーや本市のファンを増やすことで、最終的に

は中小事業者、農業者の活性化や観光振興に

つなげていきたいと考えています。 

 最近の状況では、ふるさと納税希望者に魅

力ある返礼品を提供するため、さまざまな地

元フルーツを収穫時期に合わせて半年間毎月

配送する「フルーツ定期便はしもと旬果」を

新たに企画したところ、１カ月足らずで申し

込みが予定数の50セットに達するなど好評と

なっており、現在、第２弾を受け付け中です。 

 また、ふるさと納税返礼品の事業者募集活

動により、返礼品の種類や品数は増加傾向に

ありますが、今後の展開につきましては、寄

附者のニーズを調査した上で、魅力ある商品

を提供できるよう、需要に合わせた返礼品の

入れかえを積極的に行います。 

 また、産品等の物質的な返礼品に限らず、

サービス部門の返礼品の拡充についても検討
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してまいります。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君、再質問

ありますか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。

そしたら、ちょっと確認といいますか、今お

答えしていただいたように、寄附額に関して

も1.3倍増ということで、１億300万円ほどと

いうふうになっていると思うんですけども、

まず、お聞きしたいのが、本市として28年度

の寄附額の目標金額を一体どれぐらいに設定

されていたのかというのと、はじめにお伝え

させていただいたように、さまざまな競争が

あるようになって、返礼品の趣旨がどうなの

かと、総務省から約３割ぐらいに抑えたほう

がいいんじゃないのというふうな、そんな通

達もあったとは思うんですけども、その点に

関して、本市としてふるさと納税返礼品に対

してのスタンスというんですか、まず、その

二点を教えてください。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）まず、目標に

つきましては、平成28年度の予算ベースで１

億2,000万円を提案させていただいておりま

した。ただ、昨年度は１億円に達しておりま

せんでしたので、今の社会情勢から見ると、

非常に今までふるさと納税返礼品を取り扱っ

ていなかった自治体も積極的に行うようにな

りまして、この橋本市周辺の自治体につきま

してもそういった取り組みをされるようにな

りました。そういう中で、昨年度の実績を上

回っていくというのは非常に厳しいようには

思っておったんですが、担当の非常な努力の

かいがあって１億円を超えることができまし

た。ただ、予算的には、目標を１億2,000万円

に設定しておったということだけお伝えしま

す。 

 それと、総務省から非常に厳しい通知が来

て、実は、返礼品については天井知らずにな

って、ひどい、ひどいというか、自治体によ

ったら寄附いただいた額の８割以上を返礼す

るって、そういう取り組みをされておるとこ

ろもありました。本来、このふるさと納税の

目的を考えるとかなり逸脱しておるように、

そういう総務省も考えから、３回にわたって

返礼品については３割以内にしなさいという

そういう通知があったわけなんですが、幸い

橋本市の場合は、そんなに大きな返礼品をお

返ししておりませんでした。若干３割を超え

る部分があったんですが、全国的に見ますと、

３割を返礼品で返している自治体というのは

過半数を超えます。５割以上の自治体が３割

を超えておったわけなんですが、あるふるさ

と納税のサイトを運営しておる調査によると、

３割以上返礼品を返しておる９割以上の自治

体については、これを見直すというふうにア

ンケートで確認されておるようです。今のと

ころ、総務省から、何らペナルティーを科す

というような、そういう答えは返ってきてお

りませんが、今後の状況を見て橋本市につい

ても、３割以内にとどめていきたいなと、そ

ういうふうには考えております。 

 以上であります。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。

目標が１億2,000万円ということで、その目標

にかなり近い金額で来ていただいているかな

と。ブランド推進室の方々においても、若い

職員の方々においても、一生懸命されている

かなというのはすごい、議員させていただき

ながら感じておる次第でございます。 

 総務省の３割を守りなさいよというふうな

通達がある中で、それを実際守らない自治体

もあるわけではございますけれども、橋本市

としては３割の返礼品で抑えていくというふ

うなスタンスでいくと。それはそれでいいか
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なと思っています。 

 一番初めの答弁にあったように、となって

くると、橋本市のスタンスとしては３割に抑

える中で、寄附額をきっちりといただくとい

うのが目標としてはある中で、ふるさと納税

を使った観光振興につなげていきたいと答弁

あったと思いますけども、言うならば、ブド

ウであるとか柿であるとかという地場産品と

いうんですか、をＰＲするというか、そうい

った手法で使っているかなというふうにも感

じておるわけです。 

 きょう朝から理事ともお話をしていて、や

っぱりふるさと納税は地元のものを食っても

うて何ぼだよと理事もおっしゃっていました。

それを聞いて僕も普通に、ふと思ったことが

あったのが、早速あれなんですけど、寄附し

ていただいて返礼品を贈って食べてもらう、

橋本市を知ってもらうというのも、もちろん

一つの形ではあると思うんですけど、ふと思

ったのが、返礼品の中に橋本市へ来てもらう

ような観光パックというんですか、そんなん

があったらなおさらいいんじゃないかなとい

うふうに思ったんです。 

 というのが、確かに橋本市、観光に特化し

て強いんかといったら多分そうではないとい

うのは、僕は認識はしとるんですけども、た

だ、その一つ一つの資源をツアーというふう

にまとめて返礼品と出すことによって、さら

に魅力は出てくるんと違うかなと。飛び越え

石であるとか葛城館であるとか、最近、世界

遺産になった黒河道であるとか、また、宿泊

施設でいうたら、ゆの里さんとかルートイン

さんとかもさまざまあると思います。こんな

んを一つにまとめてパックにすることによっ

て、返礼品で橋本市へ来ていただいて、来る

だけではなくて、来てからでも、別にブドウ

は食えるし柿は食えるし。で、今、頑張って

いただいているオムレツとかもそうですけど、

ある意味、そういうふうに返礼品で１回来て

いただくことによって、ただ、返礼品を贈っ

て食べてもらうんではなくて、二重どり、三

重どりではないですけども、ちょっと言い方

あれですけども、そういった返礼品があった

ら、なおさら観光振興という意味合いでも非

常に有効ではないかなと、普通にふと思った

ことがあったんです。 

 なので、今後、ふるさと納税の返礼品、確

かに３割という制限はあるけれども、その辺

を考慮しながらですけどもパックを組んで返

礼品に入れていくと、そんな方法のほうがあ

る意味観光振興につながっていくんじゃない

かなと考えるんですけども、部長、その辺、

いかがでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）ただ今、議員

からご指摘いただいたように、私も返礼品に

観光商品を加えていくということは、先の５

番議員のＤＭＯのときにも説明させていただ

いたんですけど、地域の消費拡大にもつなが

ってまいりますし、橋本市全体の経済振興に

つながるものと考えております。 

 それと、この制度がいつまで継続、いろん

な課題がありまして、国のほうも継続するか

もわかりませんので、できるだけいろんなこ

とを企画して、返礼品をできるだけ魅力ある

ものにして寄附を募っていくことが大事だと

考えております。10月に設立予定のＤＭＯに

おきましては、いわゆる体験型の商品を具体

的に来年度から販売していく予定にしており

ますので、そういったものを返礼品にしてい

くのも非常に有効かと思っております。 

 一つ、実は、全く旅行商品について橋本市

は今まで返礼品として考えていなかったので

はなくして、実際、取り組んでおりました。

実は、私とこ、ふるさと納税の返礼品のホー

ムぺージサイト、ＪＴＢ西日本の運営するサ
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イトを主に使っておるわけなんですが、ＪＴ

Ｂのエースであったり、るるぶ旅行のクーポ

ンで橋本市へ来ていただいた、そういう返礼

品をお渡しすることによって、今お話ありま

した宿泊施設や食堂、そういったことを使っ

ていただいた実績もございました。そのＪＴ

Ｂなんかを使わずに、直接橋本市へ誘客する

やどり温泉の１泊、２泊のそういった宿泊券、

そういったものを返礼品でお返しした時期も

ありました。 

 ただ、先ほどお話しておりました総務省の

通知で３割以内ということからすると、若干

高めでありましたので、今、少しホームぺー

ジからそれを外しておって検討しておる最中

です。実績としては、非常に少なかったです。

やどり温泉についても４名の方だけでした、

これは前年度なんですけど。ただ、私のとこ

としては、ＰＲ、プロモーション不足であっ

たなというふうには思っておるんですが、そ

ういうことも含めて、もう一度、こういった

ものも再開、さらに魅力あるものに企画変更

して再開していきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。

今答弁いただいたんですけど、今までそんな

商品あったよって、やどりに関してもあった

けども実際４名しかいなくて、言い方をかえ

るならばあまり人気商品ではなかったという

ふうな捉え方もできるかなと思うんですけど、

それ、単独やったらそうなると思うんですよ。

だから、お伝えをさせていただいても繰り返

しになりますけど、一つで目玉で、関西圏を

見てでも勝てるかというと、そうではないと

思います。けども、さまざまな点をつなげる

パックにすることによって、全然ボリューム

は違うかなと。近くには高野山もあるわけで

すから、その辺も最終絡めていくことによっ

ては全然パックの意味合いは変わってくると

思うので、その辺を真剣にまた考えていって

いただけたらなと思っています。 

 ５番議員の一般質問でもあったと思うんで

すけど、ＤＭＯがあります。ＤＭＯの中でそ

んなパックをつくっていくというお話はあっ

たと思うんですけど、同じく部長からまた答

弁あったように、ふるさと納税もいつまで存

続するかわかれへんという中で、ＤＭＯが10

月ですか、立ち上がるのが。10月に立ち上が

って、そこから組織がちょこちょこ動き出し

て、実際そんなことを言うておったら、パッ

クででき上がるのがいつになるのかなという

のは正直、危惧している部分があるんですね。

ふるさと納税の存続とＤＭＯがつくっていく

パックツアーの時期というんですか。だから、

言いかえるなら、ＤＭＯの組織は組織ですけ

ども、逆にふるさと納税の返礼品としてのパ

ックツアーをつくるというのは、すいません、

僕は全く別ものやと思っていまして、それは、

行政だけでも観光の許可を持っていないでし

ょうから、地元の業者には頼らんといかんと

思いますけど、行政が進んでそこはコーディ

ネートをしていって、ＤＭＯを待つんではな

くて、まずは行政がコーディネートしてパッ

クをつくっていくって、そんな必要性を時系

列から見ても感じるんですけども、その点、

部長、どうですか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）今、議員から

おただしありましたように、来年度からＤＭ

Ｏの商品を販売していくにあたって、いきな

りこの商品というのが４月に突如発生するも

のではございません。それまでの間に地域と

の調整であったり事業者の調整を経て、こう

いった商品開発、パッケージ旅行というのを

つくっていく必要があろうかと思います。具
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体的に地域のほうへ入らせていただいて、就

農体験の、例えば、棚田の田植えであったり、

稲刈り、そういったことを地域と一緒にでき

ないかということについても、既に担当のほ

うから協議に入らせていただいていますし、

あと、柿の収穫体験、そういったところも事

業者の方と相談させていただいたりしており

ます。当然、そういう調整が必要なんですが、

そういう調整が整えば、魅力ある企画につい

てはＤＭＯの商品、販売までに、旅行商品の

返礼品としてお渡しすることは非常に有効だ

と考えております。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）おっしゃっていただい

たように、調整、相手があることですのでい

つまでにというのは言いづらいとは思います

けども、ＤＭＯを待つんではなくて、行政、

シティセールス課になるんかな、ブランド推

進室になるんかな、このパックをできるだけ

早急にできるように、また改めて強く要望さ

せていただきたいと思います。 

 これで、一つ目は終わります。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、防

災対策と自助の役割に対する答弁を求めます。 

 危機管理監。 

〔危機管理監（坂本安弘君）登壇〕 

○危機管理監（坂本安弘君）防災対策におけ

る自助の役割についてお答えします。 

 まず、一点目の災害時の若者の役割につい

てですが、これまで全国各地で大規模災害が

発生するたびに、公助の限界と自助、共助の

重要性が顕在化しており、地域の防災力を高

めていくことが求められています。阪神・淡

路大震災の際も、自力での脱出困難者の約８

割の方が家族や近隣住民等の共助によって助

け出されたと言われています。 

 被災者を１人でも少なくするためには、ま

ずは老若男女を問わず、市民一人ひとりが地

域の一員として、自分の命は自分で守るとと

もに、助けを必要とする近隣住民の共助を行

うという意識を持っていただくことが大切で

あると考えます。 

 一方で、若者に特に期待することは、高齢

者にはつらい体力の要る作業を率先して行う

こともありますが、何よりも平常時から地域

の防災訓練や行事に積極的に参加し、地域住

民とコミュニケーションを図る中で若者目線

の意見を伝え、地域の防災力向上につなげて

いくことが、災害から地域住民の命を守るた

めの大きな役割であると考えます。 

 本市としましても、これまで住民参加型の

地域防災訓練を開催するとともに、小・中学

校や地域の防災訓練における防災講話を行う

ことにより、市民の防災意識向上を図ってき

ましたが、今後一層、幅広い年代の方に参加

いただけるよう工夫していきます。 

 続いて、二点目の避難行動要支援者数につ

いてお答えします。 

 避難行動要支援者登録制度は平成18年度か

ら開始したものであり、市民の皆さんに登録

していただくことにより、災害時に個別の救

助につなげるものです。平成29年６月９日現

在の登録者数は1,871人であり、本年５月には

民生委員・児童委員、区長・自治会長の方々

に登録台帳を配付したところです。申請者に

は情報提供に同意を得ていますが、情報管理

には十分注意していただくようお願いをして

おります。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君、再質問

ありますか。 

 19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）僕、議員にならせてい

ただいて３年ぐらいになるんですけども、地

域を見ていると、自主防災会における防災訓

練とかというんですか、地域における防災意

識というのはすごく高まってきていると思っ
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ています。それは危機管理室の皆さんのご尽

力があったからかなと、それはほんまに思っ

とんですけども、やっぱり現場を見て思うこ

とがあって、先に書かせていただいているよ

うに、やっぱり災害時、共助の観点とかにお

いても、若年者というんですか、若い方々の

力って必ず必要になってくると思うんです。

ですけども、実際、防災訓練の現場を見に行

かせていただくと、だいたいが高齢化してい

るというか、高齢者の方が多いかなというふ

うに僕は認識をしとるんですけども、その点、

危機管理室としてはどのようにお感じですか。 

○議長（岡 弘悟君）危機管理監。 

○危機管理監（坂本安弘君）お答えをいたし

ます。 

 議員のおっしゃるようなところがございま

して、我々も若い世代の参加がもう少し得ら

れればというふうには考えております。各自

主防災会においても、いろいろな工夫、取り

組みをしていただいて、若い方々の参加を促

進するようなこともしていただいております。

例えば、小学校と一緒に防災キャンプ、先日

も三石小学校でそれがありましたが、あと、

あやの台ですとか、紀見小学校でも取り組ん

でいただいています。また、地域によっては、

地域の運動会と一緒に防災訓練を兼ねるとい

うようなことを行いまして、子どもを含めた

若い世代の参加を促進するようなことの取り

組みを行っていただいております。我々も、

そういった意味で、若い世代の参加が、でき

るだけ多くの方に参加していただけるような、

橋本市の地域防災訓練においても工夫をこら

していければというふうに考えております。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。

先日も三石台の防災訓練でも非常に工夫され

て、ヘリコプターが来たり、キャンプがあっ

たりと、比較的、どちらかというと地域性も

あるんで、若い方も確かにいてたというふう

にも聞いています。来年ぐらいですか、橋本

市主催で何か大きな防災訓練を予定されてお

るのか、そんな予定はありますか。 

○議長（岡 弘悟君）危機管理監。 

○危機管理監（坂本安弘君）先ほども述べま

したが、市の地域防災訓練というのを４カ年

かけて、市内各地の地域を４つに分けて実施

しております。平成25年度から、25、26、27

年度が雨で１年延期になりましたので、去年、

紀見地区を対象に地域防災訓練をやりました。

今年度、最終の４年度になります。学文路地

区、恋野地区、隅田地区を対象に市の地域防

災訓練を実施いたします。これで一巡するわ

けで、平成30年度の防災訓練につきましては、

これから一周した地域の防災訓練、今までや

ってきたことを確認もしながら、30年度にど

ういった取り組みをするかということを含め

て、予算どりも含めて、これから検討してい

く時期に入るということになります。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。

そのときに、ちょっと先のことなんであれで

すけど、その若い方がいかにして訓練にかか

わっていただくというのは、具体的にどんな

方法があるとかというのは、今、検討はされ

ていますか。 

○議長（岡 弘悟君）危機管理監。 

○危機管理監（坂本安弘君）今は、今年度の

まず防災訓練をどう実施するかというところ

で、自衛隊やら、自衛隊の関係強化にもつな

げていますので、よく災害が発生したときに

見る炊事車に来てもらって、豚汁等を実際炊

いていただくとか、それから、今年度、日本

レスキュー協会と協定を結んだんですけれど

も、災害救助犬も訓練に参加していただいた

りということは考えておりますが、30年度に

向けた取り組みについては、今まだ考えてお
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る時期ではございません。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）まだ先のことなんで、

いろいろ案は頭の中ではあるけども、決定は

されていないというふうな答弁であったと思

います。なぜ若い方々が防災訓練に来ないの

かというところは、どのようにか認識はされ

ていますか。理由ってわかりますか。 

○議長（岡 弘悟君）危機管理監。 

○危機管理監（坂本安弘君）具体的なことを

調べたわけではございませんが、各、全国的

にこの悩みはどこでもあるようでございまし

て、例えば、毎年同じことの繰り返しでやっ

ていることがわかっていておもしろくないと

か、もしかすれば、災害なんか起こるわけな

いというふうなことを考えておられる市民の

方もいらっしゃるかもわかりませんし、そう

いう意味でいうと、そういう訓練を受けても

役に立たないと思っておられる方もおるかも

わかりません。そのようなことは、危機管理

室のほうで想像といいますか、考えてはおり

ます。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）僕も考えていることは

同じで、今、全て言っていただいたかなと思

います。小さいときから学校等々でもそうで

すけど、防災訓練的なのってよくあると思う

んですけど、ずっと同じことの繰り返しとい

うイメージが多分強いと思うんです。行って

もまた同じことをするんやろう、炊き出しし

て、人を運んで、あれするんと違うのという

ふうなイメージを、それは大事なことですよ、

それは絶対必要なことだ、繰り返しする必要

はあるけれども、若い方というのは同じこと

やから行かなくていいんじゃないかって、多

分、ほんまにそういうふうに認識を持たれて

いると思うんですけども、ここはちょっと提

案をさせていただきたいのが、今すごいテレ

ビ等々で報道されているシステムがあって、

体験型の防災アトラクションというのがある

んですね。 

 というのが、子どもとか若い方を対象に、

よく遊園地等々である脱出ゲームってお聞き

したことありますかね。いったら、迷路の中

でクイズを解いて、どんどん脱出をしていく

というふうな、子どもたちに人気のそんな遊

び場があるんですけども、これと防災訓練を

コラボさせて、制限時間をつくって、そして、

そのときのストーリー、災害が起きたという

ストーリーを映像で流して、その中で子ども

たちが防災のクイズを解きながら、そこを脱

出していくという、本当にリアリティーにあ

ふれたような、そんな防災訓練をされてはる

民間の業者がいてます。すごい、チラシ、広

告とかでもそうですけど、リアリティーがあ

って、非常に好評でして、実際、ある地域と

かでいったら倍率が６倍ぐらいで入場者が入

られへんとか、とにかく楽しく防災訓練にか

かわっていける。で、小さい子どもたちが来

て、その子どもたちが来ることによって、お

父さん、お母さん、ほんで、おじいちゃん、

おばあちゃんが３世代一緒になってその訓練

に交じっていただけるというふうな、そんな

防災訓練のやり方が、最近よくテレビ等、マ

スコミでも出ておるんですね。 

 こんな防災訓練のあり方で若い人に来てい

ただいて、そして、今までやっていただいて

いる実のある防災訓練というんですか、そう

いうのと、またコラボしていくことによって、

今までやってきた防災訓練についても非常に

意義が出てくるというか、参加していただけ

る、そんなアイテムの一つにこのアトラクシ

ョンはすごい有効かなと僕は思っています。

なので、今の段階で、来年のことなので、も

ちろん予算もあることですし、これを絶対や

るやらんというふうな話には答弁は難しいと
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は思うけれども、しっかり、これ、現場を見

に行っていただいて、たしか淡路島とかに、

今あるんですかね。今、１箇所、多分近くで

あったと思います。そんな現場を見に行って

いただいて、本当にいいもんだったら、来年

の大きな防災大会でも取り入れていくという

ふうな考えのもとで、一度、見に行っていた

だくというんですか、そういうことをできな

いのか、一度、危機管理監、答弁をお願いし

ます。 

○議長（岡 弘悟君）危機管理監。 

○危機管理監（坂本安弘君）今、議員がおっ

しゃった体験型の防災アトラクション、最初

聞かせていただいたときは、アトラクション

という意味からも、脱出ゲームという意味か

らも、ちょっと遊び感覚的なことを想像して

おりました。いろいろ調べていくうちにいろ

んな取り組みがあって、このアトラクション

を考案されたのも、先ほどから申し上げてお

る防災訓練等に若者の参加が少ない、これを

どう改善するかというようなところも含めて

こういうことを考案されていったという、そ

ういういきさつもございます。一つの防災訓

練として取り入れていけるかどうかというと

ころで、今、議員おっしゃったように、私も

一度、体験をさせてもらいたいなというふう

に思っています。 

 神戸に、阪神・淡路大震災記念館の人と防

災未来センターというのがあります。いろん

な展示があったり、我々、防災担当の職員に

ついては研修所でもあったりします。きょう

も１人、火曜日から金曜日までの研修に出て

おるんですけれども、そこで夏休み期間中に

このアトラクションがあるようでございまし

て、電話を入れてみたところ、行政担当者と

いうことですぐに受け入れをしていただけた

ので、８月中に防災推進室の若手職員とで見

に行ってきたい、体験してきたいというふう

に考えております。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）ありがとうございます。

ぜひ一度、見に行っていただいて、この話、

資料だけではなくて目で見て感じていただい

て、本当に有効だなと危機管理監としても感

じていただけたら、また来年の防災訓練に一

度、考えていっていただけたらなと思います。 

 この防災アトラクション、全国ちょこちょ

こっと今、出て３年ぐらいなんですけど、和

歌山県はまだ１件もしてございません。やっ

ぱり何でも１番が気持ちええので、和歌山で

橋本市が第１号でこの防災アトラクション、

マスコミからも注目を浴びるじゃないですけ

ど、そんな取り組みになるかなと思いますの

で、またよろしくお願いいたします。 

 そこで、２項目めのほうに行きたいんです

けど、ちょっと話ががらっとあれなんですけ

ど、避難行動要支援者と言われる者、1,871

名という答弁があったと思います。これ、最

近、区長さん方に名簿を配付している。その

ときは災害時要援護支援名簿という中で出し

ておると思うんですけども、これ、最近区長

さん、もともと民生委員とかだけの配付やっ

たんかな、はっきりとあれですけど、新たに

区長さん方に出したというのは認識を持っと

るんですけど、その新たに区長さん方に出し

た意図というんですかね、そんな理由って何

かあるんですか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今、おただし

の区長さん方々にという部分でございますけ

れども、これにつきましては災害対策基本法

というのが平成27年に改正になりました。そ

の中でこういうふうな登録者制度を設けて、

その情報共有先の中に、消防機関なり、警察、

その他の関係者等々にというふうな範囲が広

げられたという規定がございました。それを
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受けまして、再度該当されると思える方々に

ダイレクトメールで登録の申請書ということ

でお送りしまして、その中で個人情報の関係

でございますけれども、消防機関、警察、そ

の他の関係者も含めた方々に情報提供するこ

とを承諾しますと。当然、このことにつきま

しては、当時は災害時要援護者登録制度、こ

ういう登録制度の趣旨に賛同し登録しますと、

プラス、自分の個人情報についても提供する

ことを承諾しますと、新たにこういう法律の

改正に基づきまして申請をいただいて、その

承諾に基づいて情報を共有しているというこ

とでございます。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）災害対策基本法が基本

ベースで、承諾をいただいたから名簿を区長

さんに出したみたいな、そんな答弁やったと

思いますけど、これ、区長さんに、もちろん

出すのはあかんということじゃないんですけ

ど、出したらどうなるというのはあまり考え

られなかったんですかね。出してどうしたい

のかという行政側の意図というのはあるんで

すか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）もちろんこの

ときには、こういう災害対策基本法の考え方、

登録制度の趣旨、これをご説明の上お渡しし

たということでございます。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）そしたら、ちょっと実

際、現場の声なんですけど、僕も確認という

か聞いたこともあるんですけど、これ、実際、

登録されている方1,871名いらっしゃると思

います。単純に考えて、区長さん方、自分の

とこの区を守っていこうよって、いいふうに

していこうよって、それで自主防災会にも携

わって、防災関係としてもすごい一生懸命頑

張っていらっしゃる方がおると思うんですよ。

こういうふうに名簿が来たらどうするかとい

うたら、区内として支援者の方を、どういう

ふうに実際災害時になったら支援していける

のかという計画を多分練る、練っていく、頭

にはまず出てきますよね。ですけど、実際、

これ、現実としてちょっと調べてみたら、名

簿の中でいらっしゃる方おるんですけど、全

然普通にぴんぴん、元気にしてはる方も結構

いらっしゃって、言いたいのは、国のほうの

基準で来とるのはわかるんですけど、実際、

市としてもそのまま丸投げでやるんではなく

て、それ、区長さんとか地域におろしていく

んであるんであれば、きっちりとした基準と

いうんですかね、そこに登録する基準という

のは設けていくべきじゃないんかなって。そ

うじゃないと、今、危機管理室主導の中で防

災の意識が高まって、自主防災会が一生懸命

頑張っていく中で、いうたら、逆に、余計に

要らない仕事が増えたりというところもある

と思うんですけども、実際、僕はそういうふ

うに現場は聞いていますけど、その辺どうで

すか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）この登録制度

の趣旨と申しますのが、当然、お一人おひと

りにはその方々の状況はもちろん違うという

ことで、その方々から登録を申し出ていただ

くというのが基本になってございます。もち

ろん、議員おただしのとおり、自主防災会な

り、地域の自助共助の部分、互助の部分が中

心になろうかと思いますけれども、災害時に

これを当然活用していただきたいというのは、

もちろんこの制度の主な趣旨でございますの

で、そこを十分説明して、したがって基準は

特に設けておりません。本人が障がい等があ

って、どういうふうな障がいがあるというふ

うな申し出を受けるという部分でございます。

さらに言いますと、要介護度でありますとか、
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障がいの部位でありますとか、その程度を申

し出ていただくという制度でございます。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）制度自体は僕も理解し

とんですけど、逆にちょっとお聞きしたいん

ですけど、それを自主的に申し出ていただく

制度やというのは理解しているけども、でも、

実際それを自主的にもらう中で現場としては

混乱が想像できる。それ、実際、市としてき

っちりとして基準を出すことというのはでき

ないんですか。 

○議長（岡 弘悟君）危機管理監。 

○危機管理監（坂本安弘君）先ほど健康福祉

部長が申しましたように、何か災害が発生し

たときに、誰かの力を、例えば障がい者の手

帳であるとか、介護度の大きさであるとかと

いうところももちろんございますけども、そ

こまでには至らないけれども、災害があれば

自力で脱出、出ていくのは、家を離れるのは

大変なので助けてほしいという方も登録でき

るような制度になっております。 

 これを、今後のことになっていくんですけ

れども、今現在モデル地区で、それぞれの個

別の台帳というのをつくっていく必要がござ

います。これは地域の自主防災会であったり、

区の方々にまたご協力をいただいていかんな

んのですけども、そうした申し出のあった方

について、いろいろ個別台帳をつくって、災

害時に役立てていくというようなことでござ

います。若干まだそのモデル地区の進み具合

が順調に進んでおりませんので、そこの部分

は危機管理室のほうで、しっかりと個別台帳

がいち早くできるように業務を進めてまいり

たいというふうに考えています。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）こちらのほう

から基準を定められないかという部分でござ

いますけれども、実際、行政のほうから基準

を定めるとすれば、例えば、介護度がいくら

であるとか、障がいがどの程度であるとかで

ございますけれども、やはりこの障がいとか

介護とかに該当はしないけれども、非常に不

安を感じていますというふうな、実際、例え

ば、高齢者のひとり暮らしであるとか、そう

いう方々も当然対象になりますので、そうい

う意味から、こちらサイドからそういう基準

を定めるというのは難しいと考えます。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君。 

○19番（小西政宏君）確かにひとり暮らしで

不安だから登録していこうと、これも僕はい

いと思うんですよ。でも、それだったらそれ

で、区長さん方というか地域に出すときに対

して、きっちりそれはご説明するべきではな

いんかなと思うんですね。その説明がないか

ら、今こういうふうに、いやいやぴんぴんし

ているやないかと、こんなん計画つくる意義

もないやないかというふうな声が出てくると

思うんですけど、今後きっちりとその辺を説

明する上で、また、今後、個別計画も、モデ

ル地区云々ってなっていますけど、必要やと

思うんですけども、その点、もう一度、ちょ

っと確認でお願いします。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）ご指摘の提案

につきましては危機管理室と、実際これをご

説明に上がるときに連携をとりながら、十分

説明してまいりたいというふうに考えます。 

○19番（小西政宏君）終わります。 

○議長（岡 弘悟君）19番 小西君の一般質

問は終わりました。 
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